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１．はじめに

　新学習指導要領が、小学校では平成 23 年４月より

全面実施となった。今次の小学校学習要領において、

体育科では、その目標として、従前の「運動に親しむ

資質や能力の基礎を育てる」という文言に、「生涯に
4 4 4

わたって
4 4 4 4

」という言葉が加えられて、「生涯にわたっ

て運動に親しむ資質や能力の基礎を育てる」と修正さ

れた。「生涯の豊かなスポーツライフへの基礎として

の小学校体育」という位置づけが、より明確に意識さ

れている。

　健康や生きがいに関わるスポーツの充実は、豊かな

生活文化の大切な要素である。今後、長寿化、少子高

齢化傾向がさらに進行することが予想され、生涯心身

健やかなライフスタイルを自らの手で獲得していく姿

勢がますます求められる。そのことに鑑みても、学校

体育の充実は、国民全体の生活の質、生活文化の向上

に関わる重要な事柄と言ってよい。とりわけ幼少年期

は、運動発達段階からみて、生涯のスポーツライフを

決定づける大事な時期である。従って、小学校で出会

う体育科教育、および、その前段階の保育園・幼稚園

での運動遊びの充実は重要であり、それを担う保育者・

初等教育教員の役割は非常に大きい。大学における養

成教育の内容も、この点を踏まえた上で質の向上をし

ていく必要性がある。

　そこで、本稿ではあらためて、「生涯にわたる豊か

なスポーツライフ」との関わりの中で幼少年期の体育・
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運動遊びの意義を問い直し、「生涯スポーツの時代」

を意識した保育者・教員養成教育のあり方の指針を得

ることを目的とする。

　手順は以下の通りである。まず、スポーツの価値に

ついてのグローバルな視点に照らしながら、今日到達

した「豊かな生涯スポーツライフ」の理念と学校体育

との関係を明らかにする。次に、今次の小学校学習指

導要領における体育科教科内容の特徴を、戦後の要領

の変遷を辿る中から捉え、今、生涯スポーツに向けて

小学校体育で重視されることは何かを捉える。さらに、

生涯スポーツの要となる「動ける身体」の基礎は、幼

児期からの運動経験にあることから、幼児期の運動遊

びについて、小学校体育との関わりの観点から検討し、

養成教育への視点を得る。最後に、スポーツの文化的

価値の視点を加え、「生涯スポーツの時代」を意識し

た保育者および教員養成教育の展開について考察す

る。

２．生涯スポーツ社会の到来

１）欧州先進国－スポーツは「基本的人権」

　「生涯スポーツ」は、文字通り「生涯を通じてスポー

ツに親しむこと」1）であり、生涯スポーツ社会とは、

幼年期から高齢期までのそれぞれのライフステージに

おいて、「いつでも、どこでも、だれとでも」、様々な

かたちでスポーツに親しみ、健康に留意し、楽しみや

自己実現をはかる社会である 2）。

　今日の生涯スポーツの考え方は、1960 年代の欧州

先進諸国の「スポーツ・フォー・オール運動」にある

とされる。そこで、最初に、欧州におけるスポーツ観

について触れる。

　「スポーツ・フォー・オール」は、スポーツを「す

べての人々」が享受すべき権利（基本的人権）と位置

づけるもので、1975 年の第一回ヨーロッパ・スポー

ツ担当閣僚会議において「ヨーロッパ・スポーツ・

フォー・オール憲章」として明文化された。スポーツ

は、あらゆる人種、性別、年代や階層などの違いを超

えて、すべての人々がその参加を保障され、享受され

るべき生活文化であり、国家がスポーツを振興する政

策を推進する必要があるとされた 3）。これが、1978

年にはユネスコの「体育およびスポーツに関する国際

憲章」へと結晶し、基本的人権としての「スポーツ権」

が謳われた。

　一方、スポーツは「世界共通語」という特徴を持つ。

その価値があらためて強調されたのが、1992 年の「新

ヨーロッパ・スポーツ憲章」である。この年は、ベル

リンの壁が崩壊して東西の融和が課題となった。その

ような時代の中で、一定のルールを共通言語とし、誰

もが、民族・性別・貴賤の区別なく関わり楽しむこと

のできるスポーツの推進を通じて、様々な連携、差別

の撤廃、平和的融合がめざされたのであった 4）。

　また、「オリンピック憲章（2007年改正）」では、「肉

体と意志と知性の資質を高めて融合させた、均等のと

れた総体としての人間」をめざすのがオリンピズムで

あり、それは「努力のうちに見出される喜び、よい手

本となる教育的価値、普遍的・基本的・倫理的諸原則

の尊重などに基づいた生き方の創造」であると謳われ

ている 5）。「スポーツを行うことは人権の一つである」

とされ、人種、性別、政治、宗教などによるいかなる

差別も認められないことを明文化している。

　スポーツは、心身の健康維持によいばかりでなく、

フェアプレイの精神は好ましい社会性を育む。その人

間形成に関わる教育的価値、健全な生き方の創造への

関与、世界平和の視点などからみて、文化的な生活の

創造に結びつくスポーツの意義は大きく、すべての国

民がスポーツを享受する機会を保障することは、幸福

の追求を支援する国として当然である。このような考

え方が、グローバル・スタンダードとして確立してき

たといえよう 7）。

２）日本－行政用語しての「生涯スポーツ」から

　わが国では、1949 年に制定された社会教育法の中

で、学校外の場で行われる体育・レクリエーション活

動に対して「社会体育」という言葉が使われた。これ

は、意欲や関心を主体とする青年・成人の活動であっ

たため、形式上は「生涯スポーツ」と呼んでもよいも

のだが、実態は生活の合間の余技運動であり、「基本

的人権としてのスポーツ」という考え方には遠いもの

であった。

　その後、戦後の日本の体育・スポーツ振興に大きな

影響を与えたのが、1961 年の「スポーツ振興法」で

ある。1959 年の東京オリンピック開催決定を受けて

成立したものだが、結果的に広く国民一般のスポーツ

に対する関心、意欲、実践の振興に貢献するものとなっ

た。この法において、スポーツは「運動競技および身
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体活動（キャンプ活動その他の野外活動を含む）であっ

て、心身の健全な発達を図るためにされるもの」と定

義づけられ、「国民の心身の健全な発達と明るく豊か

な国民生活への寄与」を目的として、国民が自主的に

スポーツをすることができる環境を国が整えていく姿

勢が示された。ここでスポーツは、競技スポーツだけ

ではなく幅広い活動であるとされたが、一方で、「わ

が国のスポーツの水準を国際的に高いものにするため

の必要な措置」が求められており、また青少年のスポー

ツ振興に関しても、スポーツ少年団など競技志向性の

強いものがめざされ、今日のような「楽しみのための」

「健康のための」「ライフステージに応じた欲求充足の

ための」という幅広い意味での生涯スポーツの価値の

掘り起こしは、まだなされていなかった。

　やがて、高度経済成長の生活価値観から、オイル

ショックを経て、生活の質重視への転換が意識される

時代となり、時間価値充足型のスポーツへの関心が寄

せられるようになる。この頃、先に述べた欧州先進国

の「スポーツ・フォー・オール運動」の考え方が日本

に浸透し、「みんなの（ための）スポーツ」がスポー

ツ振興のキャッチフレーズとなった。その結果、それ

までの「競技スポーツ」を中心としたスポーツ振興に

対して、「市民スポーツ」がスポーツ振興のもう一つ

の柱となり、1988 年、当時の文部省体育局に、競技

スポーツ課と別に「生涯スポーツ課」が設置される。

そして、1990 年に「第 1回生涯スポーツ・コンベンショ

ン」と銘打つ全国協議大会を開催されたことから、「生

涯スポーツ」という言葉が流行することになった。こ

うして、スローガンとして「生涯スポーツ」が掲げら

れるようになったものの、実際は行政主導のイベント

事業がその中身であり、生涯スポーツの意味や内容に

ついての理解がすすんだとは言えなかった 6）。

　しかしながら、国民のスポーツ・ニーズが高まる社

会状況が進んだ。長寿化・少子高齢社会の到来、およ

び、仕事最優先・仕事一辺倒の生き方から、自分らし

い時間や自分の人生の充実を考えようというワークラ

イフバランスの考え方の促進、総じて言えば、「余暇

時代」の確実な進行である。人々は、健康に対する留

意から、スポーツの価値に目を向けるようになった。

そして、余暇時間の中で、健康・絆・自己実現という、

人生の豊かさを享受する手だてとして、スポーツが広

く国民生活の中に選び取られ、浸透していくように

なっていったのである。

　こうした時代を背景に、2000 年に「スポーツ振興

基本計画」が出された。これは、1961 年に制定され

た「スポーツ振興法」に則って、スポーツ振興を図る

ための向こう 10 年間の基本計画の指針が示されたも

のである。この中で、スポーツは「人生をより豊かに

し、充実したものとするもの」と意義づけられ、「人

間の身体的、精神的な欲求にこたえる世界共通の人類

の文化の一つである」「明るく豊かで活力に満ちた社

会の形成や個々人の心身の健全な発達に必要不可欠な

ものであり、人々が生涯にわたってスポーツに親しむ

ことは、極めて大きな意義を有している」と表現され、

グローバル・スタンダードであるところの「（基本的

人権としての）スポーツを行う権利」の趣旨をふまえ

た表現が採られた。戦後すぐの社会教育の一環として

の体育・レクリエーションや、競技スポーツ振興との

関わりの中の体育・スポーツといったとらえ方から大

きく進展し、スポーツ権は、人として生きるための土

台となる基本的人権であることが示され、人類共通の

文化の架け橋となるスポーツを通しての健康・喜び・

生きがいの促進をはかることの意義が明文化されたの

であった。

　この基本計画では、深刻化する子どもの体力低下と

も相俟って、「子どもの体力の向上方策」「生涯スポー

ツの実現に向けた地域スポーツの推進（総合型地域ス

ポーツクラブ）」「競技スポーツの国際競争力向上」の

３本が柱に置かれた。とりわけ、すべての子どもたち

が運動に出会う場である「学校体育・スポーツ」は、

生涯にわたりスポーツに親しむ基礎を培う重要なもの

として位置づけられた 7）。

　その後、2010 年には「スポーツ立国戦略」が策定

され、スポーツは「新しい公共」を育むものと謳われ、

「すべての人」が、「する」「みる」「支える（育てる）」

という様々なスタンスでスポーツに関わり、健康で健

全で、豊かなつながりある暮らしを実現していく社会

がめざされ、国民の「スポーツ権」が明確に示されて

いる。その中で、「豊かなスポーツライフを実現する

基盤となる学校体育・運動部活動の充実」が明記され、

「学校」「生涯」「競技」の３つが連携しあって、新し

いスポーツ文化の形成に向けていく考え方が確認され

ている。

　このような変遷を経て、「国民生活における多面に



84

わたるスポーツの果たす役割の重要性に鑑み」、「ス

ポーツ立国の実現を目指す国家戦略として」、2011 年

には、「スポーツ振興法」の全面改訂となる「スポー

ツ基本法」が、わが国における今後のスポーツ振興の

根幹をなす立法として、成立をみることとなった。

1961 年の「スポーツ振興法」から、経ること半世紀

である。スポーツはすっかり大衆化・高度化・多様化

し、「国民が生涯にわたり心身ともに健康で文化的な

生活を営む上で不可欠なもの」であると規定され、「ス

ポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、全て

の人々にとっての権利」と法律に明記されたのである。

わが国でも、「基本的人権としてのスポーツ権」の受

け皿は整えられたといえよう。

　今や機は熟し、個人個人が、どれだけ、そこに内発

的な意味、人間的意義の深さを感じ取り、人生の意味、

人が生きることの意味を重ねていけるかどうかが、「生

涯スポーツ社会」の課題である。しかしながら、地域

スポーツ振興の旗印として掲げられた「地域総合型ス

ポーツクラブ」も、設置数は右肩上がりに上昇を重ね

ているが、運営内容の質の面での停滞が問われ続けて

いる現実 7）や、地域スポーツの活性化を担うスポー

ツ推進委員（旧：体育指導委員）も形骸化するのでは

ないかと危惧されていることなどから、その道のりは

遠い。「（基本的人権としての）スポーツ権」が明文化

されても、「スポーツが国民福祉の向上につながる」

と考える基盤のないわが国 8）においては、スポーツを、

暮らしの文化として内から捉える基盤が弱い 9）。

　「もの」の豊かさから「こころ」の豊かさへ、「つな

がり」「意味」の豊かさを求める社会へという時代の

転換期の中で、生活の質を向上させる一つの方向性と

して、生涯スポーツ社会の実現は大きな可能性を秘め

ている。問題は、一人ひとりが、スポーツとよい出会

いができるかどうかである。今、その課題に対して大

切な役割を担うのが、「学校体育・スポーツ」なので

ある。とりわけ、幼少年期の運動との出会いを作る保

育者および初等教育教員の役割はきわめて重要であ

る。目前の「子どもの体力向上」も大きな課題だが、

あわせて、もっと広い意味での国民生活全体の質の向

上へとつながる運動・スポーツの価値との出会いを作

る、という意識を持つことが求められる。

３．生涯スポーツの充実に向けて

１）学習指導要領で求められる体育科教育の要点

　前節でみたように、人がよりよく生きるために大切

な価値を持つスポーツを、「する」「みる」「支える」

という様々な形で享受する中から豊かな暮らし方（生

活文化）が生み出されてくることがこれからの「生涯

スポーツ社会」の理想であり、学校体育は、そうした

社会の実現に向けての基礎を培うよう指導されること

が期待されている。一方で、体育科教育も、今日の学

校教育全体が持つ課題・方向性を背負い、改訂されて

いる。その両方の視野を含むと、今体育科教育の中で

は、どのような指導に力点が求められるのかを次に整

理をしてみたい。

　教科の指導内容は、学習指導要領に基づき定められ

る。そこで、今日的特徴を明らかにするために、これ

までの小学校体育の学習指導要領の流れを大まかに捉

えていく。

　今次に至るまでの戦後以降の学校体育指導内容を振

り返ると、大きく言って３つの山があるとされる 10）。

　一つは、戦後のアメリカ型民主主義をめざす新教育

への転換の中で重視された生活体育（1947 年学校体

育指導要綱、1949 年・1953 年学習指導要領（試案））

である。戦前の軍国主義・体練としての体育から、教

育としての体育へと指導内容、方法が変わり、生徒の

主体的意志や実感などが重視された。そして、児童の

生活を改善し、生活する能力を高めることを目的して

体育も内容が考えられた。

　しかし、この指導では体系的なものが身につかない

とされ、次に、系統性重視の教育課程へと移行された

（1958 年学習指導要領）。ここでは、非常に多くの内

容が体育に持ち込まれ、「運動による教育」観が広まっ

た。さらに科学的水準を上げることへの志向性が強

まった次の改訂では（1968 年学習指導要領）、内容が

精選されたものの、技術指導中心であり、「できる」 

「できない」によって体育の評価がなされ、学習負担

も過大なものとなり、結果的に体育嫌いを生み、これ

が問題となった。

　そこで次に、「楽しい体育」がめざされるようになる。

この第三の波－「楽しい体育」では、「運動による

教育」から「運動・スポーツそのものの教育」に力点

が移ることになる。記録や勝ち負け、できる・できな

いで追い詰めることなく、運動・スポーツの楽しさが
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重視された。背景には、人々のレジャーニーズの高ま

り、スポーツ・フォー・オールの思想の流入、健康の

ためのスポーツから、生涯の楽しみとして享受すべき

とする生涯スポーツの理念の隆盛があった。おりしも、

詰め込み教育に対する疑問が呈され、ゆとり教育路線

へと、教育内容が変換される時期であった。教育課程

も、詰め込みよりも人間性の豊かな育成や個性の伸長

を大事と考える「人間性重視」の考え方へ転換された。

　この「楽しみ重視の体育科教育」の路線が、基本的

に今日まで引き続いている。しかしながら、めざされ

る教育内容には変遷がある。1977 年要領では、従前

の技能主義が運動嫌いを輩出したことから、できる・

できないは問わずに運動の喜びや楽しさを経験させ、

運動への愛好的態度を育成することが重点目標となっ

た。次の 1989 年要領では、1991 年の改訂の時に遡っ

て示された「新しい学力観」として、「関心・意欲・

態度」が重視され、「何をどう学んだか」「何が身につ

いたか」よりも「学ぼうとする意欲」に重点が置かれ

た。生徒の主体性や自発的問題解決能力を育てる「め

あて学習」の方法も取り入れられるようになった。さ

らに、「ゆとり」の中で、自ら学び自ら考える「生き

る力」の育成という課題が意識された 1998 年要領で

は、「運動の学び方の内容」の重視が図られた。

　「楽しい体育」路線の中では、運動嫌いに陥らない

ように「楽しい時」の経験が優先され、結果的に体育

で何を学ばせるのかが不鮮明となったことが指摘され

てきたが、今次の 2008 年学習指導要領では、体育に

関する学力観に修正がみられる。すなわち、「基礎的・

基本的な知識・技能の習得」が何よりも大事で、それ

を「どう学ぶか」が学びの中心にある（運動技能の習

得）。その学びのプロセスの中で、仲間と助けあって

学習したり、筋道を立てて練習や作戦を考え、改善の

方法を工夫することなど、意欲や協調性、思考力や判

断力を育むことが目指される（態度、思考・判断）。

この根底にある考え方は、それまで重視させてきた「意

欲・態度」も大事だが、その前提には「知識・技能」

の確かな習得あってこそ、という指導方針である。こ

の考え方をより具体化するために、今次の要項では各

単元で学ばせるべき内容が明示され、適切な「運動技

能の習得」が体系的に行われるよう構成されている。

「ゆとり教育」が学力低下を招いたのではないかとい

う反省が、体育科教育にも影響を与えているのである。

　このように変遷を追うと、今次の小学校体育で求め

られる指導の姿勢は、「楽しい体育」を基調とするが、

それは「ただ身体を動かして楽しければそれでいい」

というものではない。運動の面白さの中心価値を示し

て生徒の内発的動機づけを高めながら、楽しく「ドリ

ル」（基礎的運動）を重ね、自己発見・自己実現を感

じる中で、「運動上手」となる「確かな基礎・基本の

技能の習得」を主眼とする。その中で、規範（ルール）

を守ることの大切さを知り、仲間と協力しあったり、

工夫したりしながら、運動の楽しさや喜びを味わい、

運動に進んで取り組む態度や考える力、判断する力を

培う。低学年・中学年では、身体を動かす楽しさを、

そして、高学年においては、生徒自身の自主性や自発

性の中で、より高い技術やより美しいフォーム、より

楽しみやすい戦略・戦術の工夫を行いつつ、自分なり

の持ち味を出し合って認めあい、運動・スポーツをす

る楽しさ・喜びを体得し、好きなスポーツを見つけ、

生涯にわたりスポーツを愛好する志向性へとつなげて

いくのである。運動・スポーツを介して、「運動の基

礎技能」「ポジティブな態度」「思考力・判断力」を習

得していくことが、現代が求める「体育的学力」であ

る、と理解することができる 11）。

　従って、運動・スポーツが本来持つ「面白さ」の本

質に誘うことが小学校体育の要となる。そのためには、

運動習得についての見通しを持ち、生徒一人ひとりの

「運動有能感」を高める工夫が求められる。運動有能

感は、「身体的有能さの認知」（自分は運動を上手にで

きるという自信）、「統制感」（努力や練習をすれば運

動ができるようになるという自信）、「受容感」（教師

や学習仲間から受け入れられているという自信）の３

つから構成される12）。具体的な手だてとしては、スモー

ルステップのドリルを工夫したり、簡略化したルール

でのゲームを行ったりして、運動の喜びを獲得させる。

また、体育専科ではない、全教科を担当する小学校教

員のために、デジタル教材や「小学校体育活動コーディ

ネーター」の活用なども用意されている。

　こうした授業の工夫の源となるのは、教師自身が運

動上手であることも大切だが、運動を愛好する心を持

ち、教師自身が運動・スポーツの喜びを知り、子ども

の運動好奇心を引きだそうとする姿勢であろう。養成

教育では、運動習得やスポーツ技術に関わる基本的知

識を、学習指導要領の内容に応じながら理解させ、習
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得させていくと同時に、知識や方法を生かす土台に、

「スポーツの本質的な楽しさとは何か」「生涯にわたり

スポーツを愛好していくことの意義は何か」といった

スポーツの本質的価値への理解の視点を教授すること

が必要である。それは同時に、教員となる人材自身の

スポーツ観を育て、来る「生涯スポーツ時代」におい

て、自身の生涯スポーツとの出会いを豊かにする。「す

る」「みる」「支える」いずれかの立場でスポーツに携

わり、スポーツの本質を理解する姿勢から、教材を見

つめる眼も深められていくと考えられる。

２）幼児教育との連続性

　今次の小学校学習指導要領では、「体つくり運動」

が全学年にわたって配されていることも一つの特徴で

ある。運動発達理論が明らかにしているように、動け

る身体は、学童期以前の乳幼児期からの育ちの土台の

上に成り立つ。従って、幼児教育との連続性にも目を

向けなければならない。

　幼児教育では、小学校の教科教育とは違い、集団の

遊びや生活という環境の中で、子どもの全人的な育ち

を支える。保育者は、一人ひとりの子どもが集団の中

で安心して遊べる場を持てるよう配慮し、子どもはそ

の中で遊び込んで新しい自分の世界を広げる。そして、

仲間との関わりの中で遊びを広げたり、新しいやり方

や考え方を発見していく。こうした子どもの発達の姿

を見守り育てるのが幼児教育に携わる専門家の役割で

あるが、このような集団の生活や遊びをしっかりと遊

び込むという園生活自体が、豊かなスポーツライフを

享受するうえで不可欠な基礎的な運動への志向性、す

なわち「関心や態度」「誰とでも仲良く」「思考や工夫

の力」「運動技能」を育む基礎となる。

　なかでも、「運動技能の習得」「動ける身体の習得」

という意味では、「運動遊び」と呼ばれる、「主にから

だ全体を使ったり、手足の操作や協応を必要とする遊

び」13）－身体を動かす遊びをたくさん保育に取り

入れることが望まれる。

　現代のライフスタイルの変化は、子どもの生活から

遊び環境を奪っており、運動発達への影響も深刻であ

る。中村らは 14）、幼児の運動能力は、1985 年段階と

2007 年段階を比べてみると、基本的動作の習得状況

の悪化だけではなく、基本的動作（疾走動作、跳躍動

作、投球動作、捕球動作、前転動作、平均台動作）の

様式（運動のしかた）の質の低下が見られ、本来幼児

期になされるべき動作の習熟・洗練化の遂行が遅れて

いることを指摘している。この状態が、学童期の体育

にも響き、運動習得のゴールデン・エイジである学童

期中期以降の運動習得に悪影響を及ぼす。これを改善

するためには、体育専門の運動指導者の指導が有効な

のではなく 15）、幼児期における自由で多彩な運動遊

びの充実が、動きの習熟・洗練化の習得に極めて重要

である。都市化された環境が子どもたちの生活を取り

巻く中、その責務は、その支援に関わる保育士・幼稚

園教諭にあり、彼らが、多彩な運動遊びを引き出す保

育の環境設定や支援のあり方に高い意識を持ち、その

ための理論と方法について理解・熟知していくことが

必要になる。

　では、多彩な運動遊びを引き出す環境設定や支援の

ために、保育者が持つべき視点（要素）は何か。ここ

では、子どもの主体性が尊重される「森の幼稚園」「リ

ズム遊び」「鬼遊び」の３つの場における遊びの特徴

を検討して考察する。

ａ）「森の幼稚園」の分析

　「森の幼稚園」は、特定の園舎ではなく、森そのもの

を活動の場とし、そこでの自由遊びを中心に子どもの

育ちを支援する教育で、ドイツや北欧で展開されてお

り、近年、その教育力への着目から、日本でも関心が高

まっている。自然という場がもつ「第一次的遊び」16）

の力を最大限に活用し、子どもの身体と五感を育てる。

森の中の活動は、「粗大運動」（歩く、駈け上がる、滑

り降りる、くぐる、またぐ、バランスをとって歩く、ジャ

ンプする、木の実を投げる etc.）が多様に発生し、運

動の調整力に関わる「時間・空間・力」という３次元

の運動調整能力が自発的に引き出され、洗練化される。

加えて、「微細運動」（においを嗅ぐ、手触りを感じる、

耳を澄ます、微細な昆虫の動きをじっと見つめる、川

の流れを感じる etc.）が多様に発生するのも、自然の

力である。また、丸太をまたいで「汽車ごっこ」をし

たり、物やお金に見立ててままごと遊びをしたりする

という遊びは、子どもの自由なイメージを引き出し、

身体表現の力を育てる。

　石黒は 17）、森の幼稚園の活動は、「粗大運動」と「微

細運動」の組み合わせの中で、五感を働かせるところ

に特徴があることを指摘している。粗大運動と微細運



87〔原著論文〕実践女子大学　生活科学部紀要第 49号，2012

動の多様な組み合わせは、多様な動きを発生させて、

運動能力の基礎となる。しかも、森の幼稚園の活動は

常に子ども一人ひとりの個々の関心に基づいており、

子どもが自主的・主体的に選択し、活動することを中

心においている。それは、認識力や判断力、集中力と

いった心の発達を助け、そのことが運動の調整能力を

高める。また、社会性の発達や知的関心も高め、全人

的な育ちに資する。自然の力を最大限に活用する森の

幼稚園の活動は、運動遊びを引き出し、子どもの運動

能力と意欲を育てる環境として最適であると結論づけ

ている。

　「森の幼稚園」の「森」の中にあるものを分析すると、

「小道」「急な坂道」「川」「水たまり」「木」「葉」「枝」

「花」「木の実」「動物」「森全体」「雨の森」「霜」「氷」

といった要素が観察される 18）。このことから、「森の

幼稚園」の活動を一般化して捉えれば、それは大きな

森や林である必要はなく、可塑性に富んだ外遊びを

日々保障していく中で育まれていくものである。従っ

て、戸外の自然環境の要素を活用して、保育者が自ら

楽しみ、子どもとともに遊びの時間を創り出す積み重

ねが、自由な運動遊びをもたらす環境設定の根本とな

ると考えられる。

ｂ）「リズム遊び」の分析

　ここでいう「リズム遊び（リズム運動とも呼ぶ）」

とは、齋藤公子によって発案され、長年の保育活動の

中で洗練化・定型化されたプログラムである。発達段

階に合わせて、どの子どももできる運動であり、入園

したその日から、他の子どもたちがやっている中に混

じり合ってすぐに参加することが可能な運動であると

いう特徴を持つ。毎日やっても飽きず、毎日やること

で園生活にリズムが生まれ、むしろ継続することが楽

しい 19）。年少から年長、保育園では未満児クラスも

含めて、みんなが集い、同じ曲で、それぞれの年齢に

発達段階に合わせた動き方で、先生や友達と一緒に楽

しむことができる。年長になれば「美しく、しなやか

に、表情豊かに動く」ということも課題の一つとして

達成される 20）。このリズム遊びは、齋藤の考え方に

基づいて運営されている園のほか、全国各地の保育園

で取り入れられている 21）。

　齋藤は、「ヒトという動物」の最大の特徴は直立二

足歩行にあることに着目し、幼児期の発達課題は、しっ

表１　「リズム遊び」の動き方の例

感ムズリ方き動
くしさや。正矯の骨背。てれゆらゆらゆで場のそ。力脱て寝にけむおあ魚金.1
りはりめ。強増の力す出りけの指親の足。現再のり返寝らかけむおありぐんど.2

く強力。いば腹し出み踏に互交でトッセ足左・手左、足右・手右、でせ伏つう類生両.3
に快軽。進前で」プッロャギ縦「」イバ高「」イハイハ「てせわあに曲まうこ.4

5.めだか
6.とんぼ
7.汽車
8.うさぎ

りくっゆ。すらそを中背てせわ合に曲、み掴を足両で手両てっなにいば腹めか.9
10.あひる
11.かえる
12.馬

く速。る走てい描を輪の形円くし美、にうよぶ飛がびんと、てげ広を手両びんと.31
14.つばめ
15.こま
16.踊りのリズム

に快軽。むすすでプッキスてせわ合を子調に緒一人二、ぎなつを手で組人二プッキス.1
2.なべなべ底抜け

りくっゆ。るれ倒にけむおあに互交、り座てしば伸を足でいなつを手両てっ合いか向トーボ人二.3
4.後ろ向きの二人ボート

に快軽。むすすで車し押手、てせわ合にムズリのまうの」シイハシイハ「馬の人二つ持を足.5
に快軽。むすすてっぱっひを子のそ、が人一うも、り座に床てしば伸を足は人一りそ.6
に快軽。むすすでプッロャギてせわ合を子調に緒一人二、ぎなつを手で組人二ろね跳び飛7

8.足のじゃんけん
1.小鳥のおはなし
2.兄弟すずめ
3.ちょう

くし楽。動移りくっゆてせわあに歌の」ろごろご虫もい「、みがゃしりがなつで組人８虫毛.4
さなぎになって止まる。蝶になって移動して新たな８人組をつくる。

に快軽。う競をさ早む進てっ蹴を床で態状たっがなつ、みがゃしてっがなつで数複スーレトーボ.1
2.水泳

一方向に空気かき分けフルスピードで。メダカの群れのように息をあわせて全速力で走る。 超特急
左右手を広げ、竹とんぼのように回転。そのまま走り、片足をあげてバランスでとまる。 軽やかに
両手を汽車の車輪のように回しながら走る。急停車で瞬時にうつぶせ。すぐに立ち上がりまた走る。 力強く
手は耳のところにかざして、または下におろして。曲に合わせて両足跳びでその場で軽快にはねる。 リズミカルに

背筋を伸ばしてしゃがみ、股をしっかり広げ、踵をあげて足の親指で蹴り出して前進。 ゆっくり力強く
しっかりと脱力してしゃがんだ状態から、曲に合わせて跳び上がる。これを繰り返す。 軽快に
縦のギャロップ→急停止→手綱を引く動作を交えて床を踏みしめて歩く→縦ギャロップ。 めりはり

両手を斜め後ろにピンと伸ばしてツバメになり、スピードを出して風を切って走り回る。 速く
両腕を伸ばしてその場でくるくる回る→一旦停止。床に仰向け→立ち上がって同様に回る。 静動混合
スキップで、円陣形に移動する。(ギャロップ、ポルカ、フォーローステップも同様） 軽快に

向かい合って両手をつなぎ、「なべなべそこぬけ」のわらべうたに合わせて二人で動く。 楽しく

後ろ向きに互いに腕を組んで足を前に伸ばして座り、交互に背中にのりあう。 ゆっくり

向かい合い、「ももたろう」の曲に合わせて、飛び跳ねながら、足じゃんけんをする。 楽しく
小鳥になって、集まっていく。集まった時にしゃがんで、くちばしでおしゃべりする動作を入れる。 楽しく
３人で組をつくり、調子を合わせて前進したり、スキップで隊形移動したりする遊び。 楽しく
蝶になって舞う。手のしなやかな動きと足の速い動きという複雑な組み合わせ。美しさが必要。 美しく

スタートしたら両生類のようなハイハイですすむ。帰りは背泳ぎでかかとで床をけってすすむ。 軽快に
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表１　「リズム遊び」の動き方の例
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かりとした二足歩行を確立することにあると考えた。

そして、「個体発生は系統発生を繰り返す」という法

則に則って、魚類のように背骨だけをゆらゆらさせる

動き→両生類のように、右手右足・左手左足をセット

で交互に出してずり這いで進む動き→四つ足動物のハ

イハイ・高バイの動きの追体験をする運動を考案した。

これら運動で、「足の第一趾（親指）の蹴りの力」を

重視する。また、そのほかにも多彩なリズム遊びを生

み出したが（表１）、つま先立ちで動くことを重視し、

「足の親指の蹴り出す力」と「踵の支持力」の習得・

充実に重点を置いている。そのことによって、しっか

りとした土踏まずを形成し、足の裏の複雑な動きであ

る「あおり動作」を円滑にする 22）。土踏まずの形成は、

直立二足歩行の要である 23）。やがて、軽やかな音曲

に乗ってメリハリある動きを自在に楽しみ、手と足、

右と左の協応の力を育て、手先も器用で細やかな動き

ができる身体を作る。こうして、毎日のリズム遊びを

通じて、「生物的ヒト」は「豊かな精神活動を行う人間」

としての身体を獲得していく。

　リズム遊びでは、こうした身体の成長を、「鍛錬」

ではなく、音楽に合わせて動くうちに習得させようと

する。その背景には、自然の持っているリズムを身体

の内に内在化させることをめざす〈律動〉、みんなで

楽しく身体表現を行う〈自由表現〉と〈集団あそび〉、

リズムを身体で感じ取り音楽的感性を養うことを重視

する〈リトミック〉という３つの原理が理論的背景と

してあり、楽しく継続することができるしくみの土台

となっている 24）。

　このようなリズム遊びの構成要素と子どもの育ちの

関わりを分析してみると、図１のように示されよう。

齋藤のリズム遊びは、音楽に合わせて体を動かす喜び、

仲間と一緒に動きを合わせて体を動かす喜び、そして、

生活や自然の中にあるものやお話の世界に心を一体化

させる楽しさに満ち、また、民族の中で育てられてき

たリズムや踊りなども自然に身体化できるように配慮

されている。動き方の中に、速度の変化・リズムの変

基本の考え： 「足の親指の蹴り出しの力」と「踵の支持力」の獲得

基本的運動パターン：走る、とぶ、はう、しゃがむ、ねころぶ など

時間的変化
速度の変化、リズムの変化、拍子の変化

空間的変化
方向の変化、高さの変化、面の変化

力性的変化
強く―弱く、緊張―弛緩、断続的―持続的

身近な生活との一体化
汽車、ボート、そり、こま、水泳、など

自然との一体化
虫、小動物、花、鳥、風、空、太陽 など

物語との一体化
ももたろう、小鳥のおしゃべり など

■題材の力

■音楽・リズムの力

みんなで一緒に合わせる楽しさ 真似ることで動きを引き出す 園の生活リズムの中に位置づいている

■場の力

社会性の発達

図１ 子どもの発達と「リズム遊び」

生物的ヒトから人間へ

しなやかな身体 情緒の発達 知的な発達肯定的な自己概念

■乳幼児期の発達課題

リズム遊びの構成要素

図１　子どもの発達と「リズム遊び」
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化・拍子の変化という「時間要因」、方向の変化・高

さの変化・面の変化という「空間要因」、強く－弱く・

緊張－弛緩・断続的－持続的という「力性要因」とい

う、動きを構成する３条件が組み合わされており、年

齢に応じて、力強く、美しく動けるようになる。さら

に、子どもたちが、自分で自分の出番を考えて動くた

め、自律性も養われる。

　徹底的に足の親指の蹴り出しと踵で支える力を意識

させ、リズムや音楽に合わせて、友達と一緒に合わせ

て全身運動をする。時には自分の動きを人に見てもら

い、自信をつける。その中で、速い遅い、強弱、高低

を自在に操れる身体をつくる。それを毎日、楽しく継

続する。この齋藤のリズム遊びの中にある「音楽・リ

ズムの力」「日常や自然界・物語のイメージから動き

へという素材の力」「個と集団という場の力」も、楽

しい運動遊びを育てる要素と指摘できる。

ｃ）「鬼遊び」の分析

　鬼遊びは、洋の東西を問わず、昔から見られる遊び

である。鬼遊びの中には、単純な鬼ごっこ型の遊びか

ら、図形や陣地を利用したもの、子とり鬼型の花いち

もんめや、人当て鬼型のかごめかごめや、かくれんぼ

型の遊びなど、実に多様な遊び方が派生している。そ

れは、鬼遊びが、子どもの心を引きつける普遍的な力

を持っているからと考えられるが、その魅力の本質と

は何であろうか。

　「追いかけて、とらえようとすることと、それから

逃げ、脱却しようとするものとの、たがいに競い合う

一元的な関係という単純明快さ」が、まずは基本であ

る 25）。特に、鬼ごっこ型の鬼遊びの場合は、両者と

も一心に走るという、最も単純で普遍的で活動量の多

い動作が子ども達の希求するものと合致する。場所も

問わない。平坦・起伏・凹凸・狭い場所・障害物あり・

室内・室外等、どんな所でもできる。場所の変化が、

子どもたちの運動意欲を引き出す。「やろう」と言え

ばその場で始まり、「もうおしまい」となれば、そこ

で終わる。与えられた環境の中で、創意工夫すること

によって面白さがでる。単純明快であるがゆえに、遊

ばれる中で自然発展し、ルールの変更も自在である。

従って、異年齢の者を包み込む。そして、興味深いの

は、たとえば「だるまさんがころんだ」で、鬼に一歩

一歩近づきながら、ドキドキ感を味わう遊びの中に観

察されるように、鬼遊びの魅力の本質にあるのは、た

だ「走る・逃げる」という単純構造なのではなく、「捕

まりたくない（でも、実は捕まえて欲しい）」「捕まえ

たい（だけど捕まえたくない）」という二律背反的な

気持ちが、子どもの心の中で錯綜し、そのかけひきの

中で人間的なコミュニケーションがあり、遊びが進行

していくところに、遊びが成立することなのであ

る 26）。

　鬼遊びは、子どもの自発性に支えられて緊張感を保

ち続けている間は、生き生きと楽しまれる。「ルール

やぶり」が出始めると、散漫になり、遊びが終わる。

そこで、鬼遊びが白熱するためには、「ルールやぶり」

がでないよう、状況に応じてルールを変えていく。子

どもの自然な遊び集団が生活の中で機能しているとき

には、子どもたち自身でそれを行った。遊びの進行に

合わせて、鬼役を増やしたり減らしたり、動きにペナ

ルティをつけたり（片足けんけんにするなど）、遊び

空間を狭くしたり広くしたり、陣地を作ったりなど、

ルール変更の知恵の出し合いをしながら、いろいろな

遊び方が子どもたち自身の手で作られていった。そこ

に、鬼遊びが多彩に遊ばれ続けてきた秘訣がある。

　鬼遊びは、身体能力の発達だけではなく、社会性や

工夫する力の発達など、子どもの全人的発達に寄与し、

運動上手となる基礎を培う最適な遊びである。子ども

の自由に任せることも大事だが、保育の場では、時に

は保育者が、鬼遊びの本質が「捕まりたくない…でも

捕まりたい」「捕まえたい…でも捕まえたくない」と

いう点にあることを知識として持ち、遊びの全体を見

つめつつ、子どもの仲間となって、緊張感や一体感が

より増すように自発的なルール変更を促し、遊びを支

援することもまた大切である 27）。このことを敷衍し

て考えると、遊びの全体を本質から見つめる保育者の

眼が、遊びの持続を助ける適切な支援をもたらし、子

どもが経験する運動遊びの質を高めることになると考

えられる。

　以上、「森の幼稚園」「リズム遊び」「鬼遊び」の事

例から、子どもの運動遊びを豊かにするための一般法

則の抽出を試みたが、適切な環境設定や保育者の支援

が、子どもの自律欲求を高め、運動意欲を向上させ、

運動の量を増やす。多彩な運動動作が引き出され、習

熟・洗練化され、運動上手となる土台を作る。そこで
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の十分な遊び込みが、学童期に大切な「動ける身体」「知

識・意欲」「コミュニケーション力」といった体育的

学力の充実へとつながり、生涯スポーツへの基礎と

なっていくのである。

　以上から、園児の運動遊びを引き出し、自らが動く

ことを楽しみながら、集団遊びを支援する保育者の役

割は非常に大きい 28）。大人の型にはめるのではない。

遊びの中にある楽しさそのものを、子どもとともに発

見し楽しむ姿勢が大切である。

　子どもの発達段階を見通した上で、日常の保育の中

で身体を動かす遊びを構成していくのは、保育者なら

ではの仕事である。専門の運動指導員のピンポイント

の運動指導ではのばせない資質であり、そこに、保育

者としての専門性が関わる。その専門性を生かして園

での遊びを充実させていくことは、「動ける身体」「生

きる力」の土台を育む大切な役割となる。そうした保

育者の力を育てるためには、保育者の運動の志向性が、

保育にも影響することが指摘されているところか

ら 29）、養成教育の中で、保育者自身が身体を動かす

ことの楽しさや工夫する楽しさを積み重ねるようなラ

イフスタイルを持つことの大切さに動機づける教育で

はないか。やはり、ここにも、保育者自身の生涯スポー

ツへの関わりが認められるのである。

４．生涯スポーツ時代を意識した養成教育

　ここまでを通して、21 世紀に望まれる社会像の一

つである生涯スポーツ社会の実現に向けて、小学校体

育では「確かな知識と技術の習得」を主眼に運動の本

質的な楽しさを経験させるような指導、就学前教育で

は、楽しい運動遊びの環境設定と支援力を高めること

が確認された。養成教育では、こうした目的に向けて、

体育授業や運動遊び展開の理論と方法を習得させてい

くことが主眼となるが、いずれにおいても、前提とし

て、子どもに接する大人自身が、生涯スポーツを愛好

する心を持つことが大切であることが示唆された。

　そのためには、専門の教科内容・教科教育法の習得

に加えて、スポーツに対する見方を広げ、深めるよう

な教養教育プログラムの充実が必要ではないか。高校

までの受動的な学校体育を終え、主体性を伴う成人へ

の橋渡しの時期となる大学教育の中で、「身体を動か

すと楽しい」「スポーツに関わるのが好き」「幸せにス

ポーツは不可欠」という姿勢を培えるよう、生きがい

や暮らしの豊かさとの関わりの中でスポーツの価値を

考え、できる限りスポーツをしたり、見たり、応援し

たりする機会を増やすよう動機づけることは、その意

味で意義があると考えられる。本節では、このような

スポーツの本質的価値への動機づけの教育として、具

体的にどのような内容が考えられるかについて、考察

をすすめていく。

　２～４年間のカリキュラムの中で、すべての学生に

対して必修で体育を課している T 大学で、体育を受

講する学生の反応として、次のような事例が報告され

ている 30）。「私にとって体育の授業の印象は暗闇同然。

運動することは好きだが苦手で、いつも下から数えた

ほうが早い。極度の運動音痴。（大学にまできて体育

があり、それに向かわなければならないかと思うと苦

痛）」。同報告書では、過去の学校体育での苦いあるい

は嫌な経験から、「大学まできて体育なんてやりたく

ない」という思いを抱えている学生が、新入生の約３

割はいると述べられている。

　つまり、小中高の学校体育の中で、運動に対して苦

手意識を経験すると、自分の運動能力に劣等感を感じ、

スポーツに距離感を抱かざるをえなくなる。しかし、

同報告書で、「私は中学校や高校での体育の授業をど

うして一度たりとも好きになることができなかったの

かを理解した。私は自分自身の楽しみのため、さらに

いえば幸せのために運動をしていなかったのだ」とい

う受講者の言葉が取り上げられているように、意識づ

け次第で、スポーツに対する積極的姿勢を作りなおす

ことができる。この授業では、トップアスリートの競

技場面を教材にとり、そのパフォーマンスや敗戦の悔

しさの中に人の生き方を重ね合わせ、スポーツの価値

に目を向けさせるという。

　この事例を参考にすると、生涯スポーツへ意識づけ

る大学生プログラムとして、次のようなステップで考

えるとよいのではないだろうか。まず、将来にわたる

「自分の人生」に目を向け、その中で、人生を豊かに

生きることに関わる健康面や生きがいの観点からス

ポーツの意義について知識を学び、注意を喚起する（講

義・演習）。次に、深めてみたいと思うスポーツ、あ

るいは、やってみたことはないけれども関心があるス

ポーツを列挙し、自分に向く具体的なスポーツ種目を

意識させる（演習）。そして、実際にやってみたり深

めたりすることができるよう、選択的な実践プログラ
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ムをメニュー化する（実践）。さらに、そのスポーツ

を持続的・発展的につなげるためのアドバンスの指導

を行う。その中で「地域総合型スポーツクラブ」につ

いても教授する（講義・演習）。このようなプロセス

を経て、自分自身の生涯のクオリティライフの向上と

いう観点から、スポーツを愛好することへ動機づける。

　以上は、主に「する」という立場でのスポーツだが、

加えて、スポーツの文化的価値の視点を講義で学ぶ。

これは、次のようなことである。

　「スポーツの文化的価値」とは、「誰もが為し得ない

パフォーマンスを演じたり、ゲーム場面で従来考えら

れもしなかった戦術を展開したり、前人未踏の新記録

を達成したりする行為は、人類の新たな可能性をひら

くという意味で、真理や美を探求する科学研究や芸術

活動と共通する文化的な意味を持っている」31）とい

うとらえ方である。

　スポーツは、制度化されたルールと正確に決められ

た場所、妥協を許さない限定された時間という最高度

の緊張の中で、究極の勝負が展開される。緊張を極め

た選手のプレイやスポーツ空間は、観る者の熱中と歓

喜を呼び起こす。観客は、素晴らしいパフォーマンス

に出会うと思わず立ち上がって拍手を送り、観戦の後、

余韻を楽しみながら日常性に戻り、再び次の試合への

期待に胸を膨らませる。それは、優れた音楽やアート

の鑑賞の後の気分と重なり合う。なぜ重なり合うかと

いうと、競技者のパフォーマンスには、真善美の価値

に根ざして至高のものへ近づこうとする精神が見いだ

せるからである。それ自体は、スポーツも音楽もアー

トも、同一のところにある。とりわけ、一瞬の身体の

芸術であるスポーツは、最高の精神美・身体美に思い

がけず出会うことのできる魅力に満ちている。それは、

精神の迷いの時に力を与えるものを「古典」と呼び、

文学や音楽や美術をその対象とするのと同じ並びに、

スポーツが入ることを示している。スポーツはすぐれ

た文化的価値を有する。

　このようなスポーツの文化的価値は、講義を通して

意識づけていく。たとえば、息をのむすぐれた勝負の

映像などをもとに、人間の精神と身体の可能性とス

ポーツの特異性は何かを講義する。そこに見る緊張感

やかけひきは、子どもの遊びであるところの鬼遊びの

緊張感とその構造は変わらない。すると、遊びと文化

は通底するものとなる。このような見方を持つと、運

動上手への橋渡しとしての鬼遊びの価値を超えて、大

人になって後の文化的な暮らしの源に子ども時代の遊

びの充実があることが理解され、子どもの運動遊びの

価値が再認識される。スポーツが、音楽やアート、文

学・科学など、他の文化諸領域と同じ価値で見えてく

る。

　このような授業を、教員養成教育のカリキュラムに

取り入れることは、専門科目での学びがたくさんある

ため現実的には難しいが、一般教養の健康・スポーツ

系科目と組み合わせることによって、可能性はある。

そして、「スポーツが好き」「スポーツは健康に不可欠」

「スポーツは文化であり、人間が人間であるためにな

くてはならない」という認識が深まるにつれ、一人ひ

とりにとってかけがえのない「生涯スポーツのライフ

スタイル」が構築されていく。それは、余暇時代の豊

かな生活文化の創造につながると同時に、保育者・教

育者の運動・スポーツへの感受性を豊かにすることで

あろう。

　教員養成教育においては、学習指導要領の内容の理

解、発達の理論、育ちに応じた支援のあり方、保育技

術の習得、教授の内容・方法の基礎と応用など学ぶべ

きことがらはたくさんある。もちろん、それらは専門

教育の基礎である。しかし、その一方で、上記のよう

なスポーツの文化的価値を人生の教養として学び、自

らの生涯スポーツライフの設計につなげ、動機づける

ことも大切ではないか。そのことによって、スポーツ

に対する見方、感性が豊かになる。自身が豊かな感性

を持ち、心身健康で自己実現を図っていくスポーツラ

イフを生涯にわたり楽しみ、深め続ける。そういう人

材は、子どもたちの楽しい運動遊びの「もの」「ひと」

の環境構成や遊びの展開や働きかけの工夫も豊かにな

ることであろう。決してスポーツ専門家ではなくても、

スポーツを、心から愛する教員が、体育の授業を計画、

運営する時、その先生が楽しく生き生きと動く姿に子

どもたちも運動・スポーツが好きになり、スポーツ愛

好者の裾野が広がっていく。こうしたベースの上に、

「生涯スポーツ社会」は実現していく。

　現代は、野球やサッカー、ミニバスケットボール、

スイミング、剣道、空手等、たくさんのスポーツ少年

団が学校外教育の場で活動している。その教育力は確

かに大きく、そこで、スポーツ好きの子どもたちも輩

出されてくるだろう。しかし、こうしたところに参加
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できるのは、やはり恵まれた少年たちである。親に経

済的・時間的余裕があり、子どもの方に目を向けてい

るからこそ、スポーツ少年団の活動も成り立つ。

　一方で、学校教育の役割は、文化的格差による教育

の不利益を被らせないところにある。そういう学校教

育の場で、体育・スポーツが好きになるような先生に

出会う。その先生は、体育・スポーツの「専門」であ

る必要はない。「愛好」という精神があることが大事

である。スポーツを「する」「みる」「支える」ことを

愛する先生のもと、運動・スポーツに触れる子どもが

増える。そうして、裾野が広がり、地域型スポーツ施

設も、箱物だけではなく、地域の内から生かされるよ

うになったときに、本当の意味での生涯スポーツ社会

が実現できるのではないだろうか。

５．おわりに

　本稿では「生涯スポーツ時代の到来」を問題意識の

背景におき、そこでの課題、それに向けての教育・保

育の役割について、どうあるべきかについて考察を

行った。そして、その「あるべき姿」を実現させるた

めには、子どもたちが、保育・初等教育の環境の中で、

どういう「運動遊び」「体育」に出会うかが大切であり、

その質を保証するのは、結局、保育者・初等教育教員

のスポーツ観、あるいは人間性、感性であることが確

認された。彼らが、子どもたちにとって幸せな体育と

の出会いを作る人材になるためには、彼ら自身が、ス

ポーツに対して深い価値を認識し、スポーツを愛好す

る姿勢を持ち合わせていることが大切である。それは、

彼ら自身の生活文化を豊かにする営みであるところか

ら、これを豊かにするための、養成教育のあり方が検

討されるべきではないかということが指摘された。そ

のためには、専門の養成教育の内容に加え、一般大学

体育との融合、そして教養としての文化・スポーツの

理論に基づく生涯学習への動機づけが求められるので

はないかということが結論として示された。

　体育・スポーツは、「主要教科」に比べると、どち

らかというと脇に追いやられがちな科目である。しか

し、一方で、「体育が好き」という生徒は、他の科目

よりも群を抜いて多く、「生きる力」をはぐくむ可能

性に満ちた科目である。また、生活と遊びが一体であ

る保育所・幼稚園の保育内容とは表裏一体といっても

よい。

　何よりも、人生において「動ける身体」は宝である。

人生の豊かさと関わりあう体育・スポーツの教育は、

もっと中心的役割を担わなければならない。そのため

には、子どもたちの保育・教育の担い手となる保育者・

教師の資質の向上が期待される。そこに関わる養成教

育の責務は重い。
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